
最高裁秘書第4711号

令和元年9月25日

林弘法律事務所 、

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 'li

司法行政文書開示通知書

8月29日付け（同月30日受付，第014245号）で申出のありました司法

行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）令和元年8月22日付け「林道晴最高裁判所判事及び中村愼最高裁判所事務

総長の就任に伴う記者会見における取材について」 （片面で2枚）

（2） 令和元年8月22日付け「お知らせ」と題する書面（片面で1枚）

（8） 中村新事務総長御就任記者会見における代表質問（片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

●

、

(担当）秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



令和元年8月22日

最高裁判所事務総局広報課

各 位

林道晴最高裁判所判事及び中村愼最高裁判所事務総長の就任に

伴う記者会見における取材につし』て

標記の取材については，下記の要領で行ってください。

記

1 日時

令和元年9月2日（月）午後3時00分

2場所

最高裁判所大応接室

3取材方法

（1） カメラは1社につき1台です｡．

（2）撮影は，スチルカメラ及びビデオカメラともに，着席後1分間及び記者会見の
第1間の部分に限り行うことができます。

（3）録音は，記者会見の第1間の部分に限り行うことができます。 ．

（4）撮影位置は，別紙図面に表示したとおりです（ペン記者が着席位置から撮影す

ることはできません。 ） 。

(5) ．大応接室以外での撮影は，一切できません。

（6）三脚を使用することはできますが，脚立は使用しないでください。

（7）取材中及び取材後に退室する際は，静粛かつ円滑に行われるよう広報課員の指
示に従ってください。

（8）取材に当たっては広報課員の指示に従ってください。 ．

（9） 当日は，林最高裁判事，中村最高裁事務総長の順で記者会見が行われる予定で

すので，林最高裁判事の記者会見における撮影が終了した後は，取材カメラマン

は，いったん，記者会見場から退出し，広報課員の指示に従って待機してくださ

い（なお，カメラ，マイク等を会見場に残したままでも構いません。 ） 。

4集合時刻等

（1．）取材カメラマンは，午後2時30分までに裁判所北玄関にお集まりください｡ 、

広報課員の誘導があるまでは北玄関（車両で入庁された場合には，駐車スペース
内の車中）で待機してください。

（2） ピデオカメラは，午後2時55分までにセットアップしてください。

（3） カメラマン及びその補助者等は，必ず自社腕章を着用してください。

(4)撮影が終了した後,カメラマン等は,記者会見場から退室してください。
5その他

車両は必ず社旗を付け，当庁東門から出入りし，駐車は北玄関広場を使用してく
ださい。
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令和元年8月22日
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司法記者クラブ御中

0

最高裁判所事務総局広報課

お‘ 知 ら せ

林道晴最高裁判所判事及び中村愼最高裁判所事務総長の就任記者会見を下記のと

おり行います。

記

1 林道晴最高裁判所判事

（1） 日時 9月2日 （月）午後3時00分

（2） 場所最高裁判所大応接室

2・ 中村愼最高裁判所事務総長

前記1の記者会見に引き続いて同所において行います。

3 当日は，次のとおり連絡バスを用意しますので，御利用ください。

（1）往路東京高裁東玄関発 午後2時35分

（2） 復路最高裁正面玄関発 中村愼最高裁判所事務総長記者会見終了後

4連絡バスを御利用にならない場合は最高裁記者会室に午後2時40分まで

にお集まりください。
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心

中村新事務総長御就任記者会見における代表質問

北海道新聞

1 最高裁事務総長に就任されての所感と抱負をお聞かせ下.さい。

2 5月で10年を迎えた裁判員制度について，裁判員候補者の辞退率の

上昇などの諸課題にどのように対応されますか｡

3 民事裁判のIT化に関しウェブ会議の運用が来年2月から始まると聞

いていますが，現時点での準備状況はいかがでしょうか｡．また，将来的

な「e法廷」の実現に向け，シス．テム構築やセキュリティ対策など取り組
1

むべき課題を教えて下さい。
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